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平成 21年 1月 16日

〒695-0011

島根県:

山藤 17L五 様

江 津 市 市 民 生 活 課

(医 療 年 金 係 )

饉瀬高齢者医療●I産のeneの ぉ支払い方法の蒙■について

～ 来年鷹から 「年金からのat■ いJこ r口座振書Jの選択劇こ与
`勝

す ～

につき して、9本 的には条件が望り た方は年金か らのお支払い

された方について でのお支払いが

能になります.壺 望される方は、以下のとおり手続きをおこなつ【Kだ さしヽ _

① まず事前に金融機関の窓口にて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをおこなつてい

ただいたうえ、口座振替申込書の 「ご本人控え (納入義務者保管用)Jを もらつてください。

※ 1 金融機関での手続きには振替指定口座の預金通帳 通帳のお届け印などが必要となります。

詳しくは事前にご希望の金融機関におたずねください。

※ 2 すでに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをされておられる方については、金融機

関での手続きは必要ありません。念のため江津市役所 市民生活課 医療年金係にご確認くだ

さ| 。ヽ

② その後、日座振替中込書の 「ご本人控えJ(※ すでに後期高齢者医療保険料の口座振替の手

続きをされておられる方については必要ありません)認 め印 後期高齢者医療制度の被保険

者証をお持ちになつて江津市役所 市民生活課 医療年金係または桜江支所 市民係までお越 し

いたださ必要な手続きをおこなつてください.

ご注意いただきたいこと

1 平成 21年 1月 30日 _lelま でにお手続きいただくと平成 21年 4月 分の年金からのお支払

いが中止され、平成 21年 7月 分から日座振替により保険料をお支払いただくことになります。

(お支払いただく保険料の総額はかわりません。)

江津市役所 市民生活課 医療年金係または桜江支所 市民係にお申し出いただいた後、速やか

に4月 分の年金からのお支払を中止する手続きを行いますが、上記の期限を過ぎてお申し出いた

だいた場合は、4月 分の中止手続きに間に合いませんので、お申し出いただく時期により、6月

分以降の年金からの中止となりますので、ビ了承ください。
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rhに より 世帯全体の所得税や什民絣が減額となる場合がありますので、振替口座の指定には

十分ご留意ください。

3 口座振替による後期高齢者医療保険料の納付が滞つた場合、江津市の判断に 1り、年金からの

お支払いが再開されることがありますので、ご了承ください。

また、平成 20年 8月 に実施された保険料の特別軽減により平成 20年 10月 以降の年金からの

お支払いがなかつた方につきましては、平成 21年 7月 から普通徴収 (11座振替の登録のない方は

納入告知書による納付)と なりますので、ご希望の方は口座振替の手続きをおこなつてください。

お問い合わせ先

江津市 市民生活課 医療年金係

電話

番地

後期高齢者医療制度の保

(年金天引き)と なります。


